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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 10月 13日 (2005.10.13)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 そ こ で 、 灰 皿 １ ０ を 通 常 の 灰 皿 と し て 使 用 し な い 場 合 は 、 が 後 退 し て

内 に 収 納 さ れ 、 案 内 突 部 ５ ３ が ス リ ッ ト ４ ４ ａ の 後 端 部 に 当 接 す る と 共 に 支 持 板
部 ４ ９ ｂ が 係 止 片 ４ ４ の 爪 部 ４ ５ に 係 止 し て い る 。 こ れ に 対 し 、 灰 皿 １ ０ を 灰 皿 と し て 使
用 す べ く 灰 皿 部 材 １ ９ を 外 筒 部 材 １ ７ の 前 方 へ 突 出 さ せ た 場 合 は 、 が 前 側 へ
摺 動 し て ナ イ ラ ッ チ ５ ２ の 拡 開 部 ５ ２ ａ が 前 記 内 筒 部 材 １ ８ の 短 筒 部 ３ ５ 内 に 挿 入 さ れ 、
そ の 中 で 抜 脱 不 能 に 拡 開 す る 。 ま た 、 前 記 垂 直 枠 ４ ８ ｂ の 下 端 角 部 が 上 方 へ 斜 め に 起 き 上
が る 停 止 片 ３ ８ の 前 端 面 に 当 接 す る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ４ 、 図 ５ は 灰 皿 １ ０ を 灰 皿 と し て 使 用 し な い 状 態 を 示 し 、 こ の 状 態 で は
が 後 退 し て 内 に 収 納 さ れ 、 案 内 突 起 ５ ３ が ス リ ッ ト ４ ４ ａ の 後 端 部 に 当 接 す
る と 共 に 支 持 板 部 ４ ９ ｂ が 係 止 片 ４ ４ の 爪 部 ４ ５ に 係 止 し て お り 、 灰 皿 部 材 １ ９ の 前 後 方
向 へ の 無 用 な 動 き が 停 止 さ れ て い る 。 よ っ て 、 遊 技 者 が 前 側 か ら を 前 方 へ 引
き 出 そ う と し て も 不 可 能 で あ る 。 よ っ て 、 こ の と き 、 こ の 灰 皿 １ ０ は 装 飾 機 能 を 発 揮 す る
に す ぎ な い 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ れ に 対 し 、 灰 皿 １ ０ を 灰 皿 と し て 使 用 す る 場 合 は 、 下 部 前 板 ５ ｂ を 前 側 に 回 動 さ せ 、
そ の 裏 側 に 手 を 這 わ せ て 指 先 で 係 止 片 ４ ４ を そ の 弾 性 に 抗 し て 引 き 起 し 、 爪 部 ４ ５ と 支 持
板 部 ４ ９ ｂ の 上 端 縁 と の 係 合 を 解 い た 状 態 で 、 を 前 方 へ 摺 動 さ せ る 。 そ し て
、 図 ６ 、 図 ７ に 示 す よ う に ナ イ ラ ッ チ ５ ２ の 拡 開 部 ５ ２ ａ を 挿 通 孔 ３ ４ を 介 し て 前 記 内 筒
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部 材 １ ８ の 短 筒 部 ３ ５ 内 に 挿 入 し 、 更 に 、 ナ イ ラ ッ チ ５ ２ の 押 圧 部 ５ ２ ｂ を 押 し 込 み 、 そ
の 中 で 拡 開 部 ５ ２ ａ を 抜 脱 不 能 に 拡 開 さ せ る 。 ま た 、 同 時 に 内 筒 部 材 １ ８ の ３ ８ が
前 記 垂 直 枠 ４ ８ ｂ の 押 圧 か ら 外 れ て 自 由 に な り 、 ３ ８ の 先 端 部 が 上 昇 し て そ の 前 端
面 が 垂 直 枠 ４ ８ ｂ の 下 端 角 部 に 当 接 す る 。 こ れ に よ り 、 灰 皿 部 材 １ ９ が 固 定 さ れ 後 方 へ の
無 用 な 動 き も 停 止 さ れ る 。 こ の よ う な 状 態 で 、 遊 技 者 は 喫 煙 を 楽 し む こ と が で き る 。
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